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戦略項目

担当名:担当名:手当・ひとり親家庭支援担当

母子及び寡婦福祉法、埼玉県母子緊急一時保護実施要綱、埼玉

県就学援助事業実施要綱

01　　　子育ての安心

010101　子育て支援の充実
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ひとり親家庭福祉推進事業費

１　事業概要

　毎年漸増し、その原因も態様も変化している、ひとり

親家庭等の福祉の向上を図るための事業を行うものであ

る。

(1)母子家庭等自立支援給付金支給事業　　63,768千円

(2)ひとり親家庭就学援助事業            18,267千円

(3)母子緊急一時保護事業                 2,738千円

(4)母子自立支援プログラム策定員設置事業 3,782千円

(6)ひとり親家庭生活支援事業             7,092千円

(7)就労・自立支援対策事業               5,111千円

(8)就業支援専門員設置事業　　　　　　　12,703千円

２　事業主体及び負担区分

　(1)　  (国3/4・県1/4）　　(2)・(3)（県10/10）

　(4)・(7)（国10/10）

　(5)・(6)（国1/2、県1/4）市町村1/4

　(8)　 （国1/2、県1/2）

３　地方財政措置の状況

　(3)普通交付税

　（区分）社会福祉費　（細目）児童福祉費

　（細節）児童措置費　（積算内容）母子生活支援施設

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

　9,500千円×0.3人＝2,850千円

５　事業説明
（１）事業内容
　　ア　母子家庭等自立支援給付金支給事業　※町村在住者対象　　　　　　　　　　　　　　　　  　63,768千円
　　　（ア）自立支援教育訓練給付金（800千円）
　　　　　指定した講座を受講したひとり親家庭の母又は父に、受講料の2割相当額（限度額100千円）を支給する。
　　　（イ）高等技能訓練促進費等事業（62,968千円）
　　　　　ひとり親家庭の母又は父の技能訓練受講中の生活の安定を図るため、2年制以上の養成機関で修業する
　　　　場合に「高等技能訓練促進費」、（課程を修了した場合）「入学支援修了一時金」を支給する。
　　イ　ひとり親家庭就学援助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,267千円
　　　　　中学校入学予定の児童を扶養するひとり親(市町村民税非課税世帯)に、就学にかかる費用の一部を
　　　　支給する。
　　ウ　母子緊急一時保護事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2,738千円
　　　　　ＤＶ防止法による一時保護委託の適用が困難で、かつ緊急に自宅を出ざるを得なくなった行き場の
　　　　ない母と子を母子生活支援施設に一時保護する。
　　エ　母子自立支援プログラム策定員設置事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　3,782千円
　　　　　母子自立支援プログラム策定員を設置し、児童扶養手当受給者の個々の事情等に対応した自立支援

　　オ　母子家庭等日常生活支援事業　※市町村補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　586千円
　　　　プログラムを策定して、経済的自立に向けたきめ細やかな支援を行う。

　　　　　日常生活等に支障が生じた母子家庭等に、家庭生活支援員を派遣する。
　　カ　ひとり親家庭生活支援事業　　※市町村補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　7,092千円
　　　　　個々の家庭の状況に応じた継続的な相談支援や、講座の実施、集いの場の提供等を行う。
　　キ　就労・自立支援対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　5,111千円
　　　　　福祉事務所に就労支援専門員を配置し、就労相談、求人情報の提供、職業訓練情報提供等を行う。
　　ク　就業支援専門員設置事業（新規）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,703千円
　　　　　ハローワークや地域の事業主等との定期的な連絡調整により、ひとり親家庭の就労・より好条件の
　　　　就労への転職を専門的に支援する「就業支援専門員」を、福祉事務所に配置する。

(単位：千円)

(5)母子家庭等日常生活支援事業           　586千円

分野施策


